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Security measures news 

第５号（平成 2３年８月発行） 

発行月：4、8、12月 
発行元：大阪府政策企画部 

青少年・地域安全室治安対策課 
（06）6941－0351（内線 4843） 

http://www.pref.osaka.jp/chiantaisaku/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府内の犯罪情勢や地域防犯活動について 

地域安全センターの取組状況：H23 年７月末現在、１６市６町１１６小学校区で開設（政令市を除く） 

 

 

 

【大阪府警察からのお知らせ】 

 

 

自転車の前カゴからの被害が特に多発！
 

 

《被害防止対策》 

★ 前かごにはひったくり防止カバーを取り

付けましょう！ 

  ひったくり防止カバーを正しく使用した

場合の効果は１００％です！！ 

※ ひったくり防止カバーに関するお問い合わせは、府内の警察署生活安全課まで。 

地域安全センターの方々に積極的に参加いただき、不審者対応訓練等の取り組みが行われました。 

   

池島校区地域安全センター（東大阪市） 

【平成２３年５月２０日】 

不審者が裏門から侵入！ 

横山小学校区地域安全センター（和泉市） 

【平成２３年６月１０日】 

教職員が不審者を取り押さえる！ 

津田南校区地域安全センター（枚方市） 

【平成２３年６月２２日】 

子どもの安全見まもり隊との交流！ 

街頭犯罪の状況 

 街頭犯罪計 ひったくり 路上強盗 オートバイ盗 車上ねらい 部品ねらい 自動車盗 自転車盗 自販機ねらい 

H23.6

末件数 
32,946 888 102 4,263 6,898 5,225 1,062 13,656 852 

H22.6

末件数 
38,187 1,154 110 4,752 7,048 7,638 1,169 15,584 732 

増減率 -13.7% -23.1% -7.3% -10.3% -2.1% -31.6% -9.2% -12.4% 16.4% 

 

街頭犯罪認知件数全国ワースト１返上を確固たるものにするためには、 

多発している「車上ねらい」「部品ねらい」対策が必要！ 

    ・・・平成 23 年 6 月末における全国ワースト１の罪種 

府内の街頭犯罪の認知件数 

★ 車上ねらいの被害品のうち、約８割が「バック・工具等車載物」 

★ 部品ねらいの被害品のうち、約４割が「カーナビ」、約４割が「ナンバープレート」 

 

車から離れるときは、必ず施錠し、 

 

 

カーナビやナンバープレートには、 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  大阪府青少年健全育成条例の改正について 

治安対策ニュース第５号（平成２３年８月発行） 

青少年が使用する携帯電話について、７月からフィルタリング手続きを厳格化しました！ 

 

8月は、「こども１１０番月間」です。 

家庭や地域の皆さんで、こどもたちを守りましょう 
【 http://www.pref.osaka.jp/chiantaisaku/kodomo/110ban.html】 

 

 

あなたの子どもは大丈夫？ 

既に携帯電話をお持ちで、フィルタリングサービスに加入されていない場合は、無料で携帯電話取扱い店にて

加入することができます。 

大阪府では、啓発リーフレットを作成し府民の皆様への周知に努めています。リーフレットは青少年課ホームページか

らダウンロードできます！【http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei/firutaring.html】 

 

大阪府では、青少年が出会い系サイト等を介して被害にあわないように、インターネット上の有害情報をブロッ

クするフィルタリングの意義等を保護者に理解していただくために、７月からフィルタリング手続きを厳格化して

います。 

１．携帯電話事業者は、使用者が青少年かどうかを確認 

２．青少年である場合は、保護者に、３つの項目【①青少年が有害情報を閲覧する機会が生じる事、②フィルタリ

ングの意義・内容、③フィルタリングを利用しない場合の危険性】について説明 

３．保護者は、上記３つの項目を理解したうえでもなお、フィルタリングを利用しない申し出をするときは、その

理由を記載し、署名した書面を事業者に提出 

改 正 内 容 

 

大阪府 こども１１０番 検 索 

http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei/firutaring.html

